
岡山県短期入所サービス拡大促進事業補助金交付要綱 

 

 （総則） 

第１条 知事は、医療的ケア児者及び重症心身障害児者等（以下「医療的ケア児等」とい

う。）とその家族が県内どこでも安心して生活できるよう、在宅で医療的ケア児等の子育て

や介護を行う家族の負担軽減のために実施される短期入所（レスパイトサービス）の整備及

び充実や、障害者等の緊急時の受入れ体制の確保等を図るため、予算の範囲内において市町

村（岡山市を除く。以下同じ。）に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、岡

山県補助金等交付規則（昭和４１年岡山県規則第５６号。以下「規則」という。）の規定によ

るほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第４条第１項

及び第２項に規定する障害者又は障害児をいう。 

２ この要綱において「医療的ケア児者」とは、人工呼吸器等の使用や、たんの吸引など

の医療的ケアが必要な障害者等をいう。 

３ この要綱において「重症心身障害児者等」とは、次に掲げる者をいう。 

（１）重症心身障害児 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第２項に規定す

る重症心身障害児 

（２）重症心身障害者 次に掲げる要件の全てに該当する障害者又はこれに相当すると市

町村が認める障害者 

ア 療育手帳の障害の程度がＡに該当すること。ただし、身体障害との合併により、

当該障害の程度に判定されている場合を除く。 

イ 身体障害者手帳（肢体不自由）の等級が１級又は２級に該当すること。ただし、肢

体不自由以外の身体障害との合算により、当該等級に認定されている場合を除く。 

ウ 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」が「全面的な支援が必要」に該当す

ること。 

（３）療養介護対象者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の

算定に関する基準（平成１８年９月２９日厚生労働省告示第５２３号。以下「報酬告

示」という。）別表第５の１の注１の（１）及び（２）に規定する療養介護の対象者 

（４）遷延性意識障害者等  報酬告示別表第７の１の注７に規定する障害者等 

４ この要綱において「短期入所事業所」とは、法第５条第８項に規定する短期入所（以 

下「短期入所」という。）を行う法第２９条第１項の規定による指定を受けた事業所を 

いう。 

５ この要綱において「医療型短期入所事業所」とは、医療法（昭和２３年法律第２０５ 



号）第１条の５第１項に規定する病院若しくは同条第２項に規定する診療所又は介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２８項に規定する介護老人保健施設若しくは

同条第２９項に規定する介護医療院において、短期入所を行う短期入所事業所をいう。 

６ この要綱において「福祉型短期入所事業所」とは、医療型短期入所事業所以外の短期

入所事業所をいう。 

 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業は、県内に所在する短期入所事業所に対し、市町村が実

施する、次の各号に掲げる事業とする。 

（１）医療的ケア児等の短期入所に係る補助事業 

医療的ケア児等が短期入所を利用した場合に、当該医療的ケア児が居住する市町村 

が、当該利用日数（以下「利用日数」という。）に応じて補助を行う事業 

（２）緊急の場合の短期入所に係る補助事業 

居宅において障害者等の子育てや介護を行う者が、急病等の理由により緊急に短期入所 

を利用した場合に、その受入れ回数（以下「利用回数」という。）に応じて補助を行う 

事業 

 

 （補助金の算定方法） 

第４条 知事が市町村に交付する補助金の額は、次の各号によるものとする。 

（１）医療的ケア児等の短期入所に係る補助事業については、表１の短期入所事業所の区分に

応じ、補助基準額に利用日数を乗じた額に補助率を乗じて得た額とし、当該額に千円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額とする。 

（２）緊急の場合の短期入所に係る補助事業については、表２の補助基準額に利用回数を乗じ

た額に補助率を乗じて得た額の合計額とし、当該額に千円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てて得た額とする。なお、当該利用が医療的ケア児等によるものの場合

は、前号の補助額と併給することができる。 

２ 前項の規定による補助金の額の算出に当たっては、次の各号によるものとする。 

（１）補助基準額は、表１にあっては利用日数１日につき、表２にあっては利用回数１回につ

き市町村が短期入所事業所に対して補助する場合の基準額である。 

（２）市町村が短期入所事業所に対して各表に定める補助基準額を超えて補助する場合は表に

定める補助基準額を、表に定める補助基準額に満たない額を補助する場合はその額を補助

基準額として補助金額を算出する。 

（３）同一の年度（４月に始まり翌年３月に終わる年度をいう。以下同じ。）における同一の

対象者の利用日数又は利用回数の上限については、それぞれ表１及び表２に定めるとおり

とする。 

 

 



 （表１：医療的ケア児等の短期入所に係る補助事業） 

短期入所事
業所の区分 

対象 補助基準額 利用日数上限 補助率 

医療型 

 

重症心身障害児者等 

 

１２，０００円 

※ただし、この要綱の施行後、平成３

０年度までの間に短期入所事業所の指

定を受けた事業所にあっては、当該指

定の年度から５か年度の間は、１８，

０００円 

 

年間６０日 

 

 

 

 

２分の１ 

 

福祉型 重症心身障害児者等 ５，０００円  

年間６０日 

 

 

２分の１ 
医療的ケア児者 ７，０００円 

重症心身障害児者等かつ

医療的ケア児者 

１２，０００円 

  

（表２：緊急の場合の短期入所に係る補助事業） 

短期入所事
業所の区分 

対象 補助基準額 利用回数上限 補助率 

医療型 

福祉型 

障害者等 ７，０００円 

 

６回 ２分の１ 

 

 （補助金の交付申請） 

第５条  補助金の交付を受けようとする市町村は、補助金交付申請書（様式第１号）を知事が

別に定める日までに知事に提出しなければならない。 

 

 （申請の取下げ期限） 

第６条  補助金の交付を申請した市町村は、規則第８条第１項の規定により、補助金の交付の

決定を受けた日から起算して２０日以内に申請の取下げをすることができる。 

 

 （補助金の交付の条件） 

第７条 知事は、市町村に補助金を交付する場合は、次の各号に掲げる条件を付すものとする。 

（１）補助事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならないこ

と。 

（２）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

は、速やかに知事に報告しその指示を受けなければならないこと。 

   

 （補助金の変更交付申請） 

第８条  補助金の交付決定を受けた市町村（以下「補助事業市町村」という。）は、規則第１



０条の規定により、補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更の承認を受け

ようとするときは、補助金変更交付申請書（様式第２号）を知事に提出しなければならな

い。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

２ 知事は、前項の承認に対し、必要な条件を付することができるものとする。 

３ 第１項ただし書の軽微な変更とは、補助対象事業の総額の２０％以内の減額の場合を

いう。 

 （中止又は廃止承認申請） 

第９条 補助事業市町村は、補助事業の中止又は廃止の承認を受けようとするときは、事

業中止（廃止）承認申請書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。 

  

 （報告等） 

第１０条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業市町村に対し、補助事業の遂行

の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。 

 

（補助金の交付決定の取消し及び返還） 

第１１条  知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定

を取り消し、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。 

（１）補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の実施が不適当であると認 

められるとき。 

（２）補助事業市町村がこの要綱の規定に違反したとき。 

（３）補助事業市町村が補助の対象とする短期入所事業所が、法に基づく勧告、命令等の 

措置を受ける等、その運営が著しく適正を欠いていると認められるとき。 

 

 （実績報告） 

第１２条  補助事業市町村は、補助事業が完了したとき（第９条の規定により補助事業の

中止又は廃止の承認を受けたときを含む。）は、事業実績報告書（様式第４号）に関係

書類を添えて、補助事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該

承認通知を受けた日）から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の決定のあっ

た年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。 

 

 （補助金の支払） 

第１３条 補助事業市町村は、補助金の支払いを受けようとするときは、補助金請求書（様

式第５号）を知事に提出しなければならない。 

 

  （補助金に係る調書等の保存年限） 

第１４条  補助事業市町村は、補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした調書及

び証拠書類を補助事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承



認通知を受けた日）の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年７月 1日から施行し、平成２６年度の補助金から適用する。 

  

   附 則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度の補助金から適用する。 

 

附 則  

この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度の補助金から適用する。 

 

附 則  

この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度の補助金から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度の補助金から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度の補助金から適用する。 

 

 

  



様式第１号（第５条関係） 

 

                                                             第     号 

                                                            年  月  日 

 

岡山県知事  殿 

 

                                         市町村長                           

 

  年度岡山県短期入所サービス拡大促進事業補助金交付申請書 

 

   年度岡山県短期入所サービス拡大促進事業補助金の交付を受けたいので、岡山県短期

入所サービス拡大促進事業補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請しま

す。 

 

記 

 

１ 交付申請額      金           円 

 

２ 添付書類 

（１） 年度岡山県短期入所サービス拡大促進事業補助金所要額調書 

（別紙１－１、１－２） 

（２） 年度岡山県短期入所サービス拡大促進事業実施計画書（別紙２） 

（３）歳入歳出予算書（見込書）抄本 

（４）その他参考資料 

 

 

 



様式第２号（第８条関係） 

                                                           第     号 

                                                           年  月  日 

 

岡山県知事  殿 

 

                                             市町村長                  

 

 

    年度岡山県短期入所サービス拡大促進事業補助金変更交付申請書 

         

年  月  日付け、岡山県指令 第  号で交付の決定があった岡山県短期入所サー

ビス拡大促進事業補助金に係る事業を次のとおり変更したいので、岡山県短期入所サービ

ス拡大促進事業補助金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 変更の内容 

 

２ 変更の理由 

 

３ 変更交付申請額             金           円 

 

４ 交付申請額の増減 

既交付決定額     金           円 

変更交付申請額     金           円 

差引増減額       金           円 

 

５ 添付書類 

（１） 年度岡山県短期入所サービス拡大促進事業補助金所要額調書 

（別紙１－１、１－２） 

（２） 年度岡山県短期入所サービス拡大促進事業実施計画書（別紙２） 

（３）歳入歳出予算書（見込書）抄本 

（４）その他参考資料 

 

  



様式第３号（第９条関係） 

 

                                                           第     号 

                                                           年  月  日 

 

岡山県知事  殿 

 

                                            市町村長                 

 

 

年度岡山県短期入所サービス拡大促進事業補助金事業中止（廃止）承認申請書 

 

   年  月  日付け、岡山県指令 第   号で交付の決定があった岡山県短期入所サ

ービス拡大促進事業補助金に係る事業を次のとおり中止（廃止）したいので、岡山県短期入

所サービス拡大促進事業補助金交付要綱第９条の規定により申請します。 

 

 

記 

 

１ 中止（廃止）の内容 

 

２ 中止（廃止）の理由 

 

３ 補助金既交付決定額            金          円 

 



様式第４号（第１２条関係） 

 

                                                            第     号 

                                                            年  月  日 

 

岡山県知事  殿 

 

                                            市町村長                 

 

 

年度岡山県短期入所サービス拡大促進事業補助金事業実績報告書 

 

年  月  日付け、岡山県指令 第     号で交付の決定があった岡山県短期入

所サービス拡大促進事業補助金の事業実績について、岡山県短期入所サービス拡大促進事業

補助金交付要綱第１２条の規定により、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 補助金既交付決定額      金           円 

 

２ 補助金精算額       金          円 

 

３ 補助金確定予定額     金          円 

 

４ 添付書類 

（１） 年度岡山県短期入所サービス拡大促進事業補助金精算書 

（別紙３－１、３－２） 

（２） 年度岡山県短期入所サービス拡大促進事業実施状況報告書（別紙４） 

（３）歳入歳出決算書（見込書）抄本 

（４）その他参考資料（支出を証する書類等） 

 

 

 

 



様式第５号（第１３条関係） 

 

                                                            第     号 

                                                            年  月  日 

 

岡山県知事  殿 

 

                                            市町村長                印 

 

 

    年度岡山県短期入所サービス拡大促進事業補助金請求書 

 

 

年度岡山県短期入所サービス拡大促進事業補助金の支払いを受けたいので、岡山県短期

入所サービス拡大促進事業補助金交付要綱第１３条の規定により提出します。 

 

 

記 

 

 

補助金請求額   金           円 

 

  

 

  

 

 

金融機関名 本・支店名 預金種別 口座番号 口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

     

 

 

 

 

 


